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１ 計画策定の趣旨 

  我が国の自殺者数は、1998 年から年間 3 万人を超える深刻な状況が続いていまし

たが、2006 年に自殺対策基本法が制定され、それまで「個人の問題」とされてきた

自殺が「社会の問題」として広く認識されるとともに、国を挙げて自殺対策を総合的

に推進した結果、2010 年以降は減少しています。 

  しかしながら、人口 10 万人当たりの自殺死亡率は、主要 7 か国（日本、フランス、

米国、ドイツ、カナダ、英国、イタリア）の中で最も高く、年間の自殺者数は依然と

して 2 万人を超えるという非常事態が続いています。 

  このため、国では 2016 年、自殺対策基本法を一部改正し、自殺対策が「生きるこ

との包括的な支援」として実施されること等を基本理念に明記するとともに、自殺対

策の地域格差を解消し、誰もが自殺対策に関する必要な支援を受けられるよう、全て

の都道府県及び市町村で自殺対策計画の策定が義務付けられました。 

本市においても、本計画の策定により、地域全体で自殺対策に取り組み、「誰も自

殺に追い込まれることのない伊予市の実現」を目指します。 

 

 

 

図１ わが国における自殺者数の推移 

出典：警察庁「自殺統計」 

第１章 計画策定の趣旨等 
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２ 計画の位置付け 

  本計画は、自殺対策基本法第 13 条第 2 項に基づく計画であり、国の自殺総合対策

大綱や県の自殺対策計画を踏まえた内容とします。 

  また、伊予市総合計画を上位計画とし、伊予市健康づくり・食育推進計画や伊予市

地域福祉計画等の関連計画との整合を図ります。 

 

 

３ 計画の期間 

  本計画の期間は、2019 年度から 2023 年度までの 5 年間とします。 

  なお、計画期間中であっても、関連法等の改正や社会情勢の大きな変化があった場

合には見直しを行います。  

【上位計画】

第２次伊予市総合計画

2016～2025年度

伊予市自殺対策計画

2019～2023年度

（５か年計画）

【関連する市の計画】

○健康づくり・食育推進計画

○地域福祉計画

○高齢者保健福祉計画、介護保険事業

計画

○障がい者計画、障がい福祉計画、障

がい児福祉計画

○その他関連分野に係る計画

【根拠法令】

自殺対策基本法

2006年制定

2016年改正

【国】

自殺総合対策大綱

2017年改正

※5年毎に見直し予定

【県】

愛媛県自殺対策計画

2017～2019年度

（3か年計画）

図２ 計画の位置づけ
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４ 計画の目標数値 

(1) 目標数値を設定する理由 

本計画が最終的に目指すところは「誰も自殺に追い込まれることのない伊予市

の実現」です。その実現に向けた対策を進める上での具体的な目標を定めるとと

もに、評価と検証を行っていく必要があるため、目標数値を設定します。 

(2) 目標数値 

※１ 自殺死亡率：人口 10 万人当たりの自殺者数 

（参照）目標数値の算出根拠 

自殺総合対策大綱は、「2026 年までに、自殺死亡率を 2015 年と比べて 30％以

上減少させる」ことを掲げており、本市においてもこの減少率を根拠とした目標

数値を算出しました。 

 

表１ 国の方針に基づく伊予市・国の自殺死亡率の推計（人口１０万対） 

  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

市     21.1  20.6  20.0  19.4  18.8  18.3  17.7  17.1  16.5  16.0  15.4  14.8  

国 18.5  18.0  17.5  17.0  16.5  16.0  15.5  15.0  14.5  14.0  13.5  13.0      
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図３ 国の方針に基づく伊予市・国の自殺死亡率の推計 

伊予市 国 

伊予市自殺対策計画 

２０１９～２０２３ 

自殺死亡率※１ 

2028 年の自殺死亡率を 2017 年と比べて 30％以上の減少となる

14.8 以下とする。なお、2023 年の目標は 17.7 以下とする。 
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本市における自殺の現状を自殺総合対策推進センター※ の地域自殺実態プロファイ

ル※ のデータを参考に説明します。 

※１ 国における自殺対策を総合的に支援する機関として、情報の収集・発信、調査研究、

研修等を行うほか、都道府県や市町村ごと（地域レベル）の実践的な自殺対策の支援等

に従事している。 

※２ 全国の都道府県及び市町村ごとに自殺の地域の特性を取りまとめたデータ。 

 

１ 自殺者数等の推移 

(1) 自殺者数 

警察庁の自殺統計の 2009 年から 2017 年までのデータによると、全国の自殺者数

は、毎年減少しています。また、愛媛県では、2011 年、2013 年、2017 年に増加し

ているものの、ほかの年については減少しています。 

本市は、年によって増減があり、推移の判断が難しい状況ですが、一時的に増加し

ている 2013 年と 2017 年を除くと、徐々に減少している状況が見られます（表２、

図４）。 

表２ 伊予市・愛媛県・全国における自殺者数の推移 

単位：人 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

伊予市 10 12 8 7 14 7 8 4 8 

愛媛県 365 333 363 331 335 308 287 269 291 

全国 32,845 31,690 30,651 27,858 27,283 25,427 24,025 21,897 21,321 

出典：警察庁「自殺統計」 
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図４ 伊予市の自殺者数の推移 
出典：警察庁「自殺統計」 

第２章 伊予市における自殺の現状 
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(2) 自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺者数） 

愛媛県並びに全国の自殺死亡率は減少傾向にありますが、本市は、年によって増減

があります。 

また、単年で比較すると愛媛県は全国より総じて高い水準にあるものの、本市は年

によってばらつきがあり、水準や傾向は明らかではありません（表３、図５）。 

 

表３ 自殺死亡率の推移（人口１０万対） 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

伊予市 25.1  30.3  20.4  17.9  35.9  18.0  20.8  10.5  21.1  

愛媛県 24.9  22.8  25.0  23.0  23.3  21.4  20.1  19.0  20.7  

全国 25.7  24.7  24.0  21.8  21.4  20.0  18.9  17.3  16.8  

      
出典：警察庁「自殺統計」 
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図５ 自殺死亡率の推移 

伊予市 愛媛県 全国 

出典：警察庁「自殺統計」 
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２ 性別・年齢階層別の特徴 

2012 年から 2016 年の合算（5 年間、40 人）における本市の性別や年齢階層別の

特徴を愛媛県、全国と比較しました。 

  

(1)  性別 

本市では、男性が 25 人（62.5％）、女性が 15 人（37.5％）で、男性の割合が高

い傾向にあります。愛媛県や全国と比較すると、男性の割合が少なく、女性の割

合が多いことが特徴として見られます（図６）。 

 

(2)  年齢階層別 

本市では、60 歳代、50 歳代、80 歳以上の順で多く、20 歳未満については自殺

者がいない状況にあります。愛媛県や全国と比較すると、60 歳代の階層が特に多

く、20 歳代～40 歳代と 70 歳代が低いことが特徴として見られます（図７）。 

 

68.9% 
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62.5% 
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全国 

愛媛県 

伊予市 

図６ 性別構成割合 

男性 女性 

出典：警察庁「自殺統計」 
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図７ 年齢階層別構成割合 

伊予市 愛媛県 全 国 

出典：警察庁「自殺統計」 
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(3)  性別・年齢階層別 

愛媛県や全国と比較すると、男性では 60 歳代、50 歳代が高く、20 歳代、80

歳以上、70 歳代が低い傾向にあります。女性では 60 歳代、80 歳以上の割合が高

く、30 歳代以下は自殺者がいない状況にあります（図８、図９）。 
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図８ 年齢階層別自殺者の割合(男性） 

伊予市 愛媛県 全 国 

出典：警察庁「自殺統計」 
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図９ 年齢階層別自殺者の割合（女性） 

伊予市 愛媛県 全 国 

出典：警察庁「自殺統計」 



8 

３ 職業別の特徴 

  2012 年から 2016 年の合算（5 年間、40 人）における本市の職業別の特徴は、年

金受給者等が 30％、被雇用者・勤め人とその他無職がそれぞれ 22.5％となり、全体

の 75％を占めています。また、愛媛県や全国と比較すると、自営業・家族従事者、

主婦、年金受給者等の割合が高い傾向にあります（図 10）。 
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図10 職業別の割合 

伊予市 愛媛県 全国 

出典：警察庁「自殺統計」 
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４ 同居人の有無 

  2012 年から 2016 年の合算（5 年間、40 人）における同居人の有無をみると、同

居人ありの割合が 77％を占めています。これについては、愛媛県や全国も同じ傾向

にあります（図 11）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 自殺の特徴 

  本市における 2012 年から 2016 年の合算（5 年間、40 人）を対象に、性別・年齢・

職業・同居人の有無による分類を行った結果、死亡者の多い区分は下表のとおりです

（表４）。 

表４ 伊予市の自殺の特徴 

※自殺実態白書 2013（ライフリンク）の各類型の代表的な危機経路を例示しています。 

       
出典：地域自殺実態プロファイル 

 

 

図 11 同居人別の割合 

出典：警察「自殺統計」 
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６ 自殺未遂歴の有無 

  2012 年から 2016 年の合算（5 年間、40 人）において、本市で自殺未遂の経験が

あった人（不詳者を除く）の割合は、下図のとおりです（図 12）。 

本市は「あり」の割合が 30％で、愛媛県や全国と比べ高い傾向にあります。 
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伊予市 愛媛県 全国 

図12 自殺未遂歴があった自殺者の割合（不詳者を除く） 

あ り な し 

出典：地域自殺実態プロファイル 
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参考） 自殺の原因（危機経路） 

  自殺の原因は、「表４ 伊予市の自殺の特徴」（P9）の「背景にある主な自殺の危機

経路」にあるとおり、多くの場合、単純ではなく、様々な要因が重なって自殺に至る

と言われています。 

  図 13 はＮＰＯ法人自殺対策支援センターライフリンクが行った自殺の実態 1,000

人調査から見えてきた「自殺の危機経路（自殺に至るプロファイル）」です。 

丸の大きさは、要因の発生頻度を表しています。丸が大きいほど、その要因が抱え

られていた頻度が高いということです。また、矢印の太さは、各要因間の因果関係の

強さを表しています。矢印が太いほど、因果関係が強いということを示しています。 

  自殺の直接的な原因としては「うつ状態」が最も多いことが分かります。このうつ

状態に至るまでにも複数の要因が存在し、連鎖していることが分かります。 

  また、前述の実態調査では、自殺に至るまでに平均４つの要因を抱えていることが

明らかになっています。 

 

 

  

図 13 「自殺実態 1,000 人調査」から見えてきた自殺の危機経路

出典：ＮＰＯ法人ライフリンク

!"
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参考） 自殺の危機経路の事例 

  国が作成した地域自殺実態プロファイル（自殺総合対策推進センター提供）では、

男女別・年齢階層別等に自殺に至る背景にある主な危機経路の例を示しています（表

５）。 

表５ 生活状況別の自殺の背景にある主な危機経路の例 
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出典：地域自殺実態プロファイル 

 

 

  

コラム 「うつ状態」とは
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【基本認識】

①自殺は、その多くが追い込まれた末の死である

②年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている

③伊予市の地域性に応じた実践的な取組をＰＤＣＡサイクル〔Plan(計画)→Do(実行)→

Check(評価)→Action(改善)〕を通じて推進する

【基本理念】

 誰も自殺に追い込まれることのない伊予市の実現

【施策の体系】

５つの基本施策

伊予市で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤的な取組

(1) 地域におけるネットワークの強化 （P18～19）

(2) 自殺対策を支える人材の育成 （P20～22）

(3) 市民への啓発と周知 （P23～25）

(4) 生きることの促進要因への支援 （P26～32）

(5) 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 （P33～34）

２つの重点施策

伊予市における自殺のハイリスク群と自殺のリスク要因に沿った取組

(1) 高齢者への自殺対策の推進 （P35～37）

(2) 生活困窮者支援と自殺対策の連動 （P38～39）

生きる支援関連施策

「自殺対策（生きることの包括的な支援）」の取組 （P40～41）

図 14 計画の基本理念・認識と施策の体系

第３章 計画の基本理念・認識と施策 
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基本認識③ 伊予市の地域性に応じた実践的な取組をＰＤＣＡサイクルを通

じて推進する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

伊予市 心の健康づくりイメージキャラクター

「こころちゃん」
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３ ５つの基本施策 

基本施策は、地域において自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤的な

取組として、全ての自治体が共通して取り組む必要があるとされています。 

本市では、国が示している「地域におけるネットワークの強化」「自殺対策を支え

る人材の育成」「市民への啓発と周知」「生きることの促進要因への支援」「児童生徒

のＳＯＳの出し方に関する教育」の５つの取組を本計画の基本施策に設定します。 

 

(1)  地域におけるネットワークの強化 

   「誰も自殺に追い込まれることのない伊予市の実現」を目指すためには、国、地

方公共団体、関係機関、企業、市民等が有機的に連携・協働して自殺対策を総合的

に推進していくことが必要です。そのためには、それぞれの主体が果たすべき役割

を明確化、共有化した上で、相互の連携・協働の仕組みを構築することが重要です。 

本市では、本計画の策定に当たり、関係機関等による「伊予市自殺対策計画策

定審議会」と庁内関係課による「伊予市自殺対策計画策定連絡会」を設置し、相

互の連携と協働の仕組みを構築しました。 

本計画の策定後は、より広い分野の関係機関等による「伊予市自殺対策計画推

進協議会（仮称）」と庁内全課による「伊予市自殺対策計画推進委員会（仮称）」

を設置し、更なるネットワークの強化を図る予定です（表６）。 

 

表６ 各種ネットワーク 

取  組 内     容 担当課 構成員等 

【新規】 

伊予市自殺対策計画

推進協議会 

（仮称） 

○関係機関等で構成し、連携を強化し、

社会全体での取組を推進していきま

す。 

○毎年度、本計画の各種施策の進捗状

況や目標数値の検証と改善に向けた検

討を行います。 
健康増進課 

協議会委員

が属する関

係機関等 

（P40～41

参照) 

【新規】 

伊予市自殺対策計画

推進委員会 

（仮称） 

○庁内全課で構成し、毎年度、各取組

の進捗状況や目標数値の検証と改善に

向けた検討を行います。 
庁内全課員 

            



19 

本市では、地域におけるネットワークの強化を着実に推進していくために、よ

り実効性のある取組となるよう次の目標を設定します（表７）。 

 

表７ 各種ネットワークの強化にかかる目標 

指  標 目 標 目標設定の考え方 

伊予市自殺対策計画推進 

協議会（仮称）の開催 
毎年１回以上 

【新規】 

各種施策の進捗状況や目標数値につ

いてＰＤＣＡサイクルによる検証等

を実施するため、各会を年 1 回以上開

催する。 

伊予市自殺対策計画推進 

委員会（仮称）の開催 
毎年１回以上 
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(2) 自殺対策を支える人材の育成 

さまざまな悩みや生活上の困難を抱える人を自殺から守るためには、早期の「気

づき」が重要です。１人でも多くの方が自殺の危険を示すサインに気づき、傾聴

し、見守ることにより、自殺予防対策につながります。 

   自殺の危険を示すサインに気づき、傾聴し、見守り、相談を経て必要な関係機関

につなぐ役割を担う人材の育成を行うため、ゲートキーパー養成など必要な研修の

機会の確保を図っていきます（表８）。 

 

 

 

また、地域全体での取組意識を高めるため、自殺対策やメンタルヘルスについ

て、市民や各課の関係機関等を対象にした研修を充実させることが重要です。 

  

「ゲートキーパー」とは 

悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげ、見守

る人のことです。 

悩みを抱えた人は自分ひとりで悩みを抱えてしまい、誰にも相談できない状

況に陥ることがあります。また、気持ちが沈み、一人では解決策を見出せな

くなることもあります。 

そのような時に、周囲の私たちが悩みを抱えた人たちのサインに気づき、話

に耳を傾け、相談機関へつなぎ、その後も見守っていくゲートキーパーの役

割が大切になってきます。悩んでいる人に寄り添い、関わることで自殺対策

になるだけでなく、お互いが笑顔になれるような社会を目指します。 

～ゲートキーパーの役割～ 

① 気づく・・・家族や仲間の変化に気づいて、声をかける 

② 傾聴する・・・本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける 

③ つなぐ・・・早めに専門家に相談するように促す 

④ 見守る・・・温かく寄り添いながら、じっくり見守る 
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表８ 人材育成研修の取組 

取  組 内     容 担当課 関係機関等 

ゲートキーパー 

養成講座 

○市職員がゲートキーパーの役割

を担うことで、早期発見と適切な相

談窓口につなげることができるよ

う、全市職員の受講を推奨します。

【新規】 

総務課 

健康増進課 

経済雇用戦略課 

― 

○民生・児童委員、高齢者見守り員

がゲートキーパーの役割を担うこ

とで、それぞれの立場で早期発見に

努め、適切な相談窓口につなげる事

ができるよう開催します。 

健康増進課 ― 

○民生・児童委員の受講を推奨しま

す。 
福祉課 

民生・ 

児童委員 

○高齢者見守り員の受講を推奨し

ます。 
長寿介護課 

高齢者 

見守り員 

【新規】 

自殺対策に関す

る研修会等 

○自殺対策への理解と関心を高め

るため、市民や各課の関係機関等を

対象に研修会を開催します。 

健康増進課 

心と体の健

康センター 

中予保健所 

○関係機関等に、市（健康増進課）

が開催する研修会への受講を推奨

します。 

※表８-１ 
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表８-１ 自殺対策に関する研修会等の担当課及び関係機関等一覧 

担当部 担当課 受講推奨先 

総務部 総務課 行政相談委員、広報区長、広報委員等 

市民福祉部 福祉課 民生・児童委員、人権擁護委員、社会福祉協議会、生活相談

支援センター、扶桑会館、障がい者相談支援事業所、障がい

者相談支援専門員 

子育て支援課 公立保育所等、放課後児童クラブ、指定管理施設（みんくる、

あすなろ） 

長寿介護課 高齢者見守り員、介護サービス事業所、地域包括支援センタ

ー、老人クラブ 

健康増進課 健康づくり・食育推進協議会、精神障がい者家族、精神保健

ボランティアグループ、健康づくりの会、食生活改善推進協

議会、健康増進推進団体 

産業建設部 経済雇用戦略課 指定管理施設（町家、花の森ホテル、遊栗館、特産品センタ

ー、ウッドクラフトセンター、ふたみシーサイド公園等）、

伊予商工会議所、双海中山商工会 

都市住宅課 指定管理施設（ウェルピア伊予、しおさい公園、ふたみ潮風

ふれあい公園） 

農業委員会事務局 農業委員、農地利用最適化推進委員 

議会事務局 市議会議員 

教育委員会 

事務局 
学校教育課 小・中学校関係者、巡回教育相談員 

 

本市では、人材育成研修の取組を着実に推進していくために、より実効性のあ

る取組となるよう次の目標を設定します（表９）。 

 

表９ 人材育成研修の取組にかかる目標 

指  標 目 標 目標設定の考え方 

ゲートキーパー養成講座の

開催回数 

市職員：年１回 

【新規】 

計画年度（5 年間中）に全職員が受講

できるよう年 1 回実施する。 

民生・児童委員、高

齢者見守り員：年２

回 

・2018 年度実績 ２回 

ゲートキーパーの増員及びスキルア

ップを図るために、民生委員等を対象

にした講座を年 2 回開催する。 

自殺対策に関する研修会等

の開催回数 
年１回 

【新規】 

自殺対策計画の啓発と周知を図るた

めに、市民や関係機関等を対象とする

研修会を年 1 回開催する。 
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(3) 市民への啓発と周知 

   自殺に追い込まれるという危機は誰にでも起こり得ますが、危機に陥った人の心

情や背景が理解されにくい現実があります。 

   こうした心情や背景への理解を深めることを含め、自殺の問題は一部の人や地域

だけの問題ではないことを理解する必要があります。 

   そのような中、本市では、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮らし

の危機に陥った場合には誰かに援助を求めることや、自殺を考えている人の存在に

気づき、寄り添い、声をかけ、話を聞き、必要に応じて専門家につなぐことができ

るよう、市民に対し広報や教育等を通じた活動の啓発と周知に努めます（表 10）。 

 

表 10 市民への啓発と周知の取組  

取  組 内     容 担当課等 関係機関等 

チラシの配布等 

○市民が自殺に対する正しい知識や

相談窓口の情報を得られるように関

係機関等を通じ、啓発と周知に努めま

す。 

・関係機関等の職員、関係者への配布 

・関係機関等の窓口への配置 

※表 10-１ 

各事業とタイアップ

による啓発、周知 

○関連行事等（イベント、講演会など）

の会場でチラシの配布やブース・コー

ナーを開設し、啓発と周知を行います  

※表 10-２ 

広報紙・ホームペー

ジによる啓発、周知 

○自殺予防週間（9 月）や自殺対策強

化月間（3 月）等にあわせて自殺予防

に関する情報を周知し市民の意識向

上を図ります。 

○相談窓口一覧の情報を市ホームペ

ージに常時掲載し、市民の関心度の向

上と自殺予防の啓発に努めます。 

健康増進課 ― 
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表 10-１ チラシの配布等を行う関係機関等一覧 

担当部 担当課 関係機関等 

総務部 総務課 行政相談委員 

財政課 市庁舎 

危機管理課 交通安全協会、消防団員 

中山・双海地域事務所 中山・双海地域事務所 

市民福祉部 福祉課 民生・児童委員、人権擁護委員、社会福祉協議会、

生活相談支援センター、扶桑会館、障がい者相談支

援事業所 

子育て支援課 公立保育所等、放課後児童クラブ、指定管理施設（み

んくる、あすなろ） 

長寿介護課 高齢者見守り員、介護サービス事業所、指定管理施

設（ふれあい館、ふれあいプラザ、老人憩いの家）、

地域包括支援センター、シルバー人材センター、い

きいきサロン、老人クラブ 

健康増進課 健康づくりの会、食生活改善推進協議会、精神障が

い者家族、精神保健ボランティアグループ、健康増

進推進団体、総合保健福祉センター、双海保健セン

ター 

産業建設部 経済雇用戦略課 指定管理施設（町家、花の森ホテル、遊栗館、特産

品センター、ウッドクラフトセンター、ふたみシー

サイド公園等）、伊予商工会議所、双海中山商工会、

彩浜館、さざなみ館 

都市住宅課 指定管理施設（ウェルピア伊予、しおさい公園、ふ

たみ潮風ふれあい公園） 

農業振興課 農業振興センター、 

農業委員、農地利用最適化推進委員 農業委員会事務局 

水道課 市庁舎第１別館 

議会事務局 市議会議員 

教育委員会 

事務局 

学校教育課 小・中学校、公立幼稚園、PTA 

社会教育課 青少年センター運営協議会、スポーツ協会登録団体、

文化協会登録団体、各地区公民館、文化交流センタ

ー(予定)、人権教育協議会 

  




